
判定申請図書等 部数等 備　　考 提出時期

構造計算適合性判定申し込み　連絡表
（建築基準法第18条第4項の規定による計画通知書の第２面
　及び第３面を添付）

メール、FAX
等で送付

事前審査をした場合は､
申請書第２面、第３面の
添付は不要

判定申請予
定日の７日
前まで

構造計算適合性判定申し込み　連絡表 【正】

建築基準法第18条第4項の規定による計画通知書
　（施行規則第8条の2）

【正・副】

意匠図一式
　（施行規則第1条の3第1項、表1に掲げる図書）

【正・副】

構造図一式
　（施行規則第1条の3第1項、表2の（一）項に掲げる図書）

【正・副】

計算書一式
　（施行規則第1条の3第1項、表3に掲げる図書及び表4に掲げる
　　図書のうち構造に関するもの）

【正・副】

基礎地盤説明書（地盤調査結果報告書） 【正・副】

建築計画概要書　第一面～第三面 【正】 建築主事に提出する様式

委任状
　※代理者によって構造計算適合性判定の申請を行う場合

【正】

安全証明書の写し
　※構造設計一級建築士の関与を要しない場合

【正】

既存不適格調書
　※既存不適格建築物の増築の場合

【正・副】 確認申請に使用する様式

磁気ディスク
　※大臣認定プログラムによる場合

【正・副】

その他、構造審査に必要な図書（設備図、認定書等）
　（設備図は、構造計算に影響あるもので、ＥＶ・ＥＳ・高架
　　水槽・梁貫通等。）

【正・副】

追加・補正図面 【正・副】

追加説明書（質疑回答書を含む）
　（再計算を行った場合、｢計算書一式｣を含む。）

【正・副】

一般財団法人群馬県建築構造技術センター

　　　　　　　　　　　　　　計画通知等一覧表　　　　　　　　　　　（令和３年１月４日）

※計画変更通知書の場合も同様とする。

※適合判定通知書に添付する図書は｢追加・補正図書＋追加説明書（質疑回答書を含む）｣とする。

正本に添える図書にあ
っては、設計者の記名
があるものに限る
副本は正本の写しで可

追加説明時

H19国交告
示第835号

判定申請時

施行規則
第3条の7

関係

正本に添える図書にあ
っては、設計者の記名
があるものに限る
副本は正本の写しで可


